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開     会 

 

○事務局 

 一部の委員の方は遅れているようでございますけれども、定刻を５分ほど過ぎましたの

で、ただいまから第７回将来の航空交通システムに関する研究会を開催させていただきま

す。 

 委員の皆様方には、大変お忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがと

うございます。 

 私は、本日、司会進行を務めます航空局保安企画課新システム技術企画官の仲田です。

よろしくお願いいたします。 

 まず事務局からの連絡事項でございますけれども、本研究会は公開で行いますので、あ

らかじめ御了承をお願いいたします。 

 また、携帯電話をお持ちの方は、電源を切っていただくか、マナーモードに設定いただ

きますよう、御協力をお願いいたします。 

 続きましてお手元の資料の確認をお願いしたいと存じます。 

 テーブルの上に置いてございますが、上から配席図、議事次第、今回は資料は１点でご

ざいます。資料１としまして、将来の航空交通システムに関する長期ビジョン（案）でご

ざいます。 

 以上、御案内いたしました資料で抜けているもの等ございましたら、事務局に随時お伝

えいただければと思います。 

 これから議事に入りますので、報道関係者の方々のカメラ撮りはこれ以上、御遠慮願い

ます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入らさせていただきます。ここからは座長に議事進行をお願いしたい

と思います。座長、よろしくお願いいたします。 

 

議     事 

最終とりまとめ 

 

○座長 

年度末も近づいてまいりまして、この忙しい時期でありますけれども、今回は最終回と
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いうことでございまして、お忙しい中を、委員の皆様、御出席どうもありがとうございま

した。 

 前回の会議から若干時間がたつ中で、各委員の方々にもいろいろと御協力もいただきな

がら、最終のとりまとめの案を作っていただきました。 

今日の議題は、最終とりまとめの案についての審議１つでございますけれども、前回の

議論、あるいはそれ以降、受けた意見等の御説明もしながら、内容についてまずは御説明

いただいて、その後で議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局 

それでは、事務局から、本長期ビジョンのとりまとめの案でございます将来の航空交通

システムに関する長期ビジョンの案につきまして御説明させていただきます。 

 前回の研究会で素案という形で提示をしまして、前回の研究会でいろいろコメントをい

ただきまして、また、前回の研究会以降もコメントいただきましたものを極力踏まえた形

で今回の長期ビジョンの案をまとめさせていただきました。 

 前回の研究会で提示しました素案では、本文と参考資料という形で分けていたのですけ

れども、今回の長期ビジョンの案では、必要な図やグラフは本文に盛り込む形でまとめて

おります。 

 それでは、頭から順番に簡単に資料の説明をさせていただきたいと思います。 

 １ページの「はじめに」をご覧ください。 

 「はじめに」では、我が国を取り巻く状況から説明しておりますが、現在、我が国では、

人口減少や少子高齢化といった厳しい状況に直面している一方、周辺のアジア諸国では、

急速な経済成長が進んでおります。また、地球環境問題といったものも世界共通の課題と

なってきており、我が国としても積極的に対応していく必要があるというような状況の中

で、我が国が将来にわたって経済成長を続けていくためには、日本の強みを活かした成長

戦略といったものを策定し、実行していくことが必要となっているといった状況の中で、

航空サービスは、我が国の経済の発展、または国民生活の向上にとって必要不可欠なもの

であり、成長戦略を支える上での基礎的なインフラとなっており、国内、国際の航空サー

ビスの質的、量的な向上がますます重要になってきている状況の中ではございますが、そ

のためには空港等のインフラ整備に加えて、首都圏をはじめとする混雑空港や混雑空域に

おける容量の拡大や、あらゆるニーズに対応した効率的な運航といったものが必要となっ

ております。 
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 しかし、現在の航空交通システムにはさまざまな課題が存在することから、将来に向け

て経済成長に寄与していくためには、我が国の現在の航空交通システムを大胆かつ戦略的

に変革する必要があるという状況でございます。 

 そのような問題意識のもと、我が国の航空交通の特徴を踏まえつつ、利用者や社会のニ

ーズ、また、運航者の意向、技術動向等を的確に把握した上で、長期ビジョンを策定する

必要があることから、本研究会が設立され、これまで検討を重ねてきていただきました。 

 これまでさまざまな世界の動向も踏まえながら、あらゆる角度から検討を重ねていただ

きまして、今般、ここに本長期ビジョンをとりまとめるに至りました。 

 さらに今後、本長期ビジョンを推進していくためには、さまざまなステークホルダーと

の協調が必要であるということから、本長期ビジョンの名称を CARATS（ Collaborative 

Actions for Renovation of Air Traffic Systems ）と命名させていただきました。 

 協調につきまして、前回の案では７つほど協調を挙げていたのですが、その後、委員の

方からのコメント等も踏まえ、再度整理した結果、５つの協調にまとめさせていただいて

おります。 

 産学官の協調、運航者と管制機関の協調、シームレスな航空交通を実現するための国際

的な協調、空域の共通の利用者である民間・自衛隊・米軍との協調、騒音問題をはじめと

する地域社会との協調といった５つの協調にまとめさせていただきまして、そういったも

のを今後、強力に推進していくという願いを込めて本長期ビジョンを CARATS と命名さ

せていただきました。 

 また、本研究会及びこの長期ビジョンが対象とする航空交通システムというものを最初

に明確にするために、脚注に、本研究会が対象とします航空交通システムの定義を掲載さ

せていただいております。 

 航空交通システムとは、安全、効率的かつ円滑な航空交通を実現するための航空交通管

理並びにそのために必要となる機上、地上、衛星といった施設のことをここでは定義して

おります。 

 また、航空交通システムとは別に、文章の中に航空保安施設といった文言も出てきます

が、航空保安施設につきましては、航空交通システムのうち、地上と衛星の施設を指すと

いうことを最初に定義させていただいております。 

 次に目次をご覧ください。 

 前回の研究会で提示しました素案から若干章構成も変更させていただいております。 
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 前回の案ですと、第１章で背景、第２章で基本的考え方としておりましたが、その内容

が若干重複しているところもございましたので、第１章として基本的考え方ということで

まとめさせていただいております。 

 また、前回の案ですと、変革の方向性と、それを実現するための具体的施策といったも

のを別の章建てにしておりましたが、それらは非常に密接に関連するということで、今回

は第４章として ATM 運用概念と基盤技術の変革の方向性としまして、その中で、１とし

て変革の方向性、２としてそれを実現するための具体的施策の代表例といったこととさせ

ていただいております。 

 それでは、第１章から説明させていただきます。 

 第１章では、基本的な考え方ということで、その中で１としまして、これまでの航空交

通システムの経緯といったものを簡単に説明させていただいております。 

 昭和 30 年以降、これまで米軍支配下にあった管制が徐々に日本に移管され、航空保安

システムの近代化が進められてまいりました。 

 昭和 40 年代には、雫石事故をはじめとする多くの航空機事故が相次いだことから、管

制方式や航空保安施設の近代化が本格的に展開され、情報処理システムといったものも導

入が開始されました。 

 また、平成に入りますと、これまでの地上施設を基本とする航空保安施設では技術的な

限界があることなどから、ICAO において当時策定されました FANS 構想といったものを

踏まえまして、平成６年には航空審議会諮問第 23 号答申がまとめられ、衛星の整備を中

核とする方針が示されました。 

 23 号答申をはじめとし、その後さまざまな審議会の答申を受けまして、これまで衛星シ

ステム、ATM、また RNAV といったものの導入を進めてまいりました。 

 ２としまして航空交通システムの変革の必要性ということで、アジア太平洋地域を中心

とし、世界的に需要の増加が予想される中、我が国においても長期的な航空交通量の増加

が見込まれており、平成 19 年の分科会の答申に基づきますと、2027 年までには 2005 年

の約 1.5 倍に到達すると予想されております。 

 また、運航者、利用者などの多様化するニーズや地球環境問題といったものにも対応す

る必要があります。 

 また、経済の高速化、グローバル化が進展する中で、航空といったものがますます重要

になってきており、それを支える航空交通システムの役割といったものがますます重要に
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なってきております。 

 しかしながら、現在の航空交通システムには、そういった需要の増大に対する要望に対

して管制の容量が不足しているでありますとか、また、遅延が常態化している、また、空

域や経路の柔軟な運用が一部に限定しているなどさまざまな課題が存在することから、将

来の増大する交通量や多様化するニーズに対応するためには、航空交通システムの大胆な

変革が必要であるということでございます。 

 一方、国際動向を見ますと、ICAO におきましても、2025 年、及びそれ以降を見据えま

した ATM のあり方に関するグローバル ATM 運用概念といったものがとりまとめられて

おりますし、それに基づきまして、欧米におきましても、米国の NextGen 、欧州の SESAR

といった長期ビジョンが既に作成されているという状況でございます。 

 そういった中、今後、需要の増加が見込まれるアジア太平洋地域において、シームレス

な航空交通を実現するためには、欧米等との諸外国と連携して国際的な相互運用性を確保

していく必要があるということでございます。 

 ６ページに ICAO のグローバル ATM 運用概念及び欧米の NextGen 、SESAR、の簡単

な説明を記載しております。 

 ７ページには、そういった国際的な相互運用性を確保する一方で、今後の航空交通シス

テムの変革にあたりましては、我が国の航空交通に関する特徴といったものを的確に踏ま

える必要がございます。 

 前回の研究会で、この特徴がどこと比較した特徴なのか、また、それは世界共通の課題

なのかといったコメントもございましたが、ここでは欧米等と比較した我が国の特徴とい

ったものに整理して記載しております。 

 我が国の航空交通の特徴としましては、首都圏に需要が集中しているといったこと、ま

た、新幹線等の他の高速交通機関が発展していることから、定時性、速達性等の航空に求

められる利便性が非常に高いといったこと。 

 また、山岳地帯や都市部に隣接した空港が多いために、さまざまなルート設定の制約が

あること。さらには洋上であるとか離島、山岳地域といった地上の通信、航法、監視の電

波の届く範囲が限定されているといったこと。 

 また、自衛隊、米軍の訓練空域等が多数存在し、さらなる空域の有効活用が求められて

いること。 

 さらには日本の管轄します飛行情報区 FIR はさまざまな運用環境にある多数の他の国
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の FIR と接しており、円滑な経路設定ができていないなどシームレスな運用が十分に確保

されていないこと。 

 最後には、日本の位置する場所的な特性から、アジアから北米、また、北米からアジア

に向かう上空通過機が非常に多く、また、今後、急速な増加が見込まれているといった６

つの我が国の特徴をまとめさせていただいております。 

 ということで現在の航空交通システムには限界があり、将来にわたって変革する必要性

があるといった変革の方向性を２．で説明させていただきまして、３．におきましては、

そういった将来の航空交通システムの変革にあたっては、長期ビジョンをしっかりと策定

し、計画的に進めていく必要があるといったことで、長期ビジョンの策定の必要性を説明

しております。 

 その長期ビジョンを策定する必要性の原因としましては、１つが航空交通システムの構

築には長期間を要すること、また、非常に多岐にわたる関係者が関係することから、将来

の方向性を関係者が共通認識を持つ必要があること。さらには技術的な動向をしっかり見

据えながら計画的に進めていく必要があること。最後には、国際的な連携を図るために、

日本の目指すべき方向をしっかりとビジョンとして示す必要があることといった、４つの

理由から長期ビジョンを策定し、計画的に推進していく必要があるといったことを記載し

ております。 

 続きまして２章におきましては、そういった将来の航空交通システムの目指す目標を記

載しております。10 ページ目をご覧ください。 

 10 ページ目に将来の航空交通システムの目指すべき目標を、最初に７つの項目ごとの数

値目標を一覧表で記載しております。その目標の当面の計画年次としては 2025 年を想定

し、また、目標の設定にあたっては、具体的な数値目標を設定する必要があるということ

で、表におきまして７つの項目ごとに数値目標を記載しております。 

 以降、それぞれの項目ごとに記載しております。 

 １つ目の項目としまして安全性の向上ということで、当然安全性の向上は将来の航空交

通システムの構築にあたっての大前提であり、事故等の防止対策が非常に重要であり、中

でも航空保安業務に関係するものとしては、ヒューマンエラーに起因するものが大半であ

ることから、ヒューマンエラー対策が必要としております。さらには気象に起因する事故

等の防止対策も進めていく必要があり、また、運航特性の異なる小型機に対する安全対策

も進めていく必要があるといったことを記載しております。 
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 また、それら事故防止の観点だけではなく、航空交通システムは、航空交通サービスを

支える社会の資本であることから、大規模災害時等における航空保安業務の継続性を高め

るための危機管理対応能力の向上を図る必要があるといったことも記載しております。 

 具体的な数値目標としては、安全性を５倍に向上するといった数値目標を掲げておりま

す。 

５倍の考え方につきましては、将来的に 1.5 倍に需要が増加するといった中で、衝突事

故、ニアミス等の事故等の発生確率は交通量の２乗に比例して増加し、また、そういった

状況の中で、事故の発生件数は少なくとも半減させていくというためには、1.5 掛ける 1.5、

掛けるさらに２倍の約５倍の航空交通システムに関する安全性の向上が必要であるといっ

たことで、数値目標としまして５倍といったものを設定させていただいております。 

 ２つ目の項目としまして、航空交通量増大への対応といったことで、当然全体の航空交

通容量の拡大に対応していくことは必要でございますが、特に首都圏をはじめとするボト

ルネックの解消が重要であり、また、我が国の特徴の１つでもあります上空通過機といっ

たものも含んだ国際航空交通量の大幅な増加への対応も必要となってきているといったこ

とで、数値目標としましては、混雑空域における管制の処理容量を２倍に向上するといっ

たこととさせていただいております。 

 こちらも２倍の考え方としましては、全体として 1.5 倍に増加が見込まれるといった中

で、混雑空域におけるボトルネックの解消が重要であるといったことから、混雑空域にお

いては、約２倍の管制処理容量が必要であるといったことで数値目標を設定させていただ

いております。また、当然、管制の処理容量だけを向上させても全体的な容量は拡大しま

せんので、その際に合わせて空港等の必要なインフラ整備であるとか、騒音などの環境対

策といったものを併せて行っていく必要があるといったことを記載させていただいており

ます。 

 ３つ目の項目としまして利便性の向上といったことで、こちらも我が国の特徴でも説明

しましたが、新幹線等の他の交通機関が発達しているといったことから、現状において既

に定時性、就航率といったものは諸外国と比べて高いレベルにはございますが、高い利便

性をさらに向上していく必要がございます。 

 また、就航率、速達性といった観点だけではなく、航空の本来持つ特性であります速達

性といったものも向上していく必要があるといったことで、数値目標としては、定時性, 

就航率、速達性といったサービスレベルを 10％向上させるといった数値目標を掲げており
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ます。 

 ４つ目の項目としまして運航の効率性の向上といったことで、運航者にとって運航の効

率性の向上がますます重要になってきており、特に運航者のコストのうち、燃料費が相当

部分を占めるといったことから、燃料消費量の削減に取り組む必要があるといったことで、

数値目標としましては、１フライト当たりの燃料消費量を 10％削減するといったことでご

ざいます。 

 また、考え方の方にも書いておりますが、この 10％というのは、航空交通システムの高

度化による削減量として、１フライト当たりの燃料消費量を 10％削減するといった目標と

させていただいております。 

 ５つ目としまして、航空保安業務の効率性の向上で、管制サイドの業務の効率性も向上

させる必要があるといったことで、限りあるリソースの中で、交通量の増大に対応してい

くためには、業務の効率性を向上させていく必要がございます。また、これまでの研究会

でいただいたコメントも踏まえまして、施設の整備や航空保安業務等を需要なニーズに応

じたレベルや内容とする必要があるといった記載をしております。 

 数値目標としましては、限りあるリソースの中で、1.5 倍に増える交通量に対応するた

めには、航空保安業務の効率性を 50％以上向上させるといった数値目標としております。 

 14 ページにいきまして６つ目の項目としまして、環境への配慮ということで、言うまで

もございませんが、地球温暖化対策といったものは世界共通の課題となっているといった

ことから、現時点においては航空分野からのＣＯ２排出量は全体の割合から見ますとわず

かではございますが、今後、交通量の増大が見込まれることなどから、航空交通システム

の高度化の分野におきましてもＣＯ２対策といったものに積極的に取り組んでいく必要が

あるといったことで、数値目標としましては、国際的な動向も踏まえながら、１フライト

当たりＣＯ２排出量を 10％削減といった目標とさせていただいております。 

 最後の目標としましては、航空分野における国際プレゼンスの向上といったことで、今

後、大幅な増加が見込まれるアジア太平洋地域におきまして、シームレススカイを実現す

るためには、諸外国との連携がますます重要となってきております。 

 また、そのためには、地域全体としての航空交通システムのレベルアップのための国際

協力等も行っていく必要がある。さらには我が国の航空関連産業のグローバルな展開とい

ったものも促進していく必要があるといったことを記載しております。 

 シームレススカイという言葉につきましては、15 ページに写真も掲載しておりますが、
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昨年 10 月に、関西におきまして、アジア太平洋航空局長会議といったものを開催してお

りますが、その場におきましても、我が国からアジア太平洋地域におけるシームレススカ

イを実現していくために、地域としての将来の航空交通システムを検討していく必要があ

るといったことを提案しており、また、会議としてもその必要性は認識されております。 

 16 ページにいきますと、そういった数値目標を設定したわけですけれども、今後、進め

ていくにあたって、そういった数値目標の達成度を評価していくための指標を設定する必

要があるといったことで、指標の設定例を表で掲載しております。 

 また、この指標の詳細なデータの取得方法であるとか、算定方式といったものは、来年

度以降、引き続き詳細な検討を行っていく必要があるといった状況ではございますが、現

時点において考えられる指標の設定例といったものを表で記載しております。 

 続きまして３章におきまして、現行の航空交通システムにおける課題といったことで、

18 ページにいきますと、航空交通システムとは、基本的に航空交通管理、ATM と、それ

を支える通信、航法、監視、CNS といわれる技術に分かれますので、第２章で掲げました

目標を達成するためには、それぞれの分野において課題や限界が存在するといったことで、

ATM の運用上、また、CNS 等の技術上の課題といったものを分けて記載しております。 

 ATM の運用上における課題としまして、ATM は基本的に航空管制及び航空交通流管理

及び空域管理といった３つの領域から構成されておりますが、前回の研究会で提示しまし

た素案におきましては、航空管制、交通流管理、空域管理といったそれぞれの領域ごとの

課題として記載しておりましたが、それぞれの領域間の関係がわかりにくいであるとか、

また、領域間の課題に重複があるといったことから、ここでは ATM の運用上における課

題としまして、後ほど詳しく説明しますが、空域を基本とした空域ベースの ATM の運用

に関する課題及びそういった ATM 運用を支えるための基盤となる情報に関する課題とい

った２つの項目に整理をして記載しております。 

 １つ目の課題としましては、空域ベースの ATM 運用に関する課題といったことで、現

行の ATM 運用におきましては、原則としまして分割された空域及びあらかじめ定められ

た経路といったものに基づく航空管制を基本としており、また、空域管理におきまして、

空域や経路の柔軟な運用は行っておりますが、現時点では限定的ではあります。 

 また、管制の処理容量を超える交通量が予想される場合には、出発待機や迂回ルートの

指示などによる交通流管理を実施しているといった現行の ATM の行い方を記載し、その

上で、しかし、現行のこのような対応には限界があり、特定の空域や経路に交通流が集中



 10

しており、遅延が常態化するなど効率的で秩序ある流れを現行のやり方では維持すること

が困難となってきているといったことでございます。 

 また、具体的に見ますと、現在の管制では、航空機の現在位置情報に基づく短期的な経

路予測により、分割された空域ごとに航空管制を行っているといったことで、出発から到

着までの全体を通じた最適化を十分に図ることが困難となっております。 

 また、交通流管理といったものを実施はしているわけですけれども、交通量の増大に伴

い、交通流制御の実施回数や遅延時間が年々増加傾向にあり、出発制御や迂回ルートとい

った現行の方法では利用者の利便性や運航の効率性を確保することが難しくなっておりま

す。 

 また、気象情報をそういった予測に十分活用できていないといった課題も存在いたしま

す。 

 また、空域管理におきましては、そういった空域や経路の柔軟な運用は現行でも行って

おりますが、そういったものがまだ一部に限定されているといったことから、空域の最大

限の活用が十分に図られておりません。 

 さらに国際的な連携した ATM の構築といったものも十分ではなく、また、小型機等の

性能を考慮した経路設定等が行われていないといった、空域といったものを基本とした現

行の ATM 運用に関する課題といったことをまとめております。 

 ２つ目の課題としまして、そういった ATM 運用を支えるための基盤となる情報に関す

る課題としましては、ATM 運用におきましては、管制機関、運航者、空港管理者、パイ

ロットと幅広い関係者間でのリアルタイムな情報共有が重要となっているわけですけれど

も、現行においては情報共有が部分的であり、協調的な意思決定が十分に行われていおり

ません。 

 具体的には管制官とパイロットの間の情報伝達につきましては、現行では主に音声を中

心として行われているなど地上と機上の連携が十分でないといったことから、ヒューマン

エラーの発生などの課題が存在しております。 

 また、空港面におきましても、必要な情報が一元的に管理されていないなど混雑空港に

おいてスポットの混雑や、地上交通の渋滞等が発生しているといった状況でございます。 

 また、ATM に関する性能評価につきましても、航空交通に関するデータの蓄積が十分

でないといったことから、運用を改善するための分析評価が十分に行われていないといっ

たことで、情報に関する課題といったものをまとめております。 
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 続きまして CNS 等の技術上の課題としまして、ATM 運用を支える技術としましては、

先ほども説明しました通信、航法、監視及び情報処理といった４つの分野に関する技術か

ら構成されるといったことで、それぞれの分野における課題を記載しております。 

 20 ページからそれぞれの分野における課題を記載しておりますが、まず通信に関する課

題としましては、現行の地上、機上間の通信は音声を中心に行っているといったことから、

管制処理能力の制約や、また、ヒューマンエラー等が発生するおそれがございます。 

 また、音声通信においては、セクターごとに異なる周波数が必要であるとか、また、管

制官が１人のパイロットと交信している間は、その他のパイロットは待機しないといけな

いなど周波数の利用効率が悪い。さらには地上、機上で大量の情報を高速に伝達するため

の通信媒体が存在しないといった技術的な課題が存在しております。 

 また、航法に関する課題としましては、現行の航空路等の経路設定は地上の航空保安無

線施設を基本としておりますが、そういったものは地上施設の配置や精度、また、電波の

覆域等の制約により、十分な柔軟で効率的な経路設定ができておりません。 

 また、空港周辺では、地形や市街地等の影響により、効率的な経路や精密侵入が設定で

きてない滑走路も存在するといった課題を記載しております。 

 監視に関する課題としましては、現行の監視はレーダーといったものを用いているわけ

ですけれども、そういったレーダーによる監視システムでは、電波の覆域外となる空域が

存在したり、また、航空機側の精度の高い動態情報といったものが活用できていないとい

った課題が存在しております。 

 また、機上におきましても、機上における周辺の交通状況の確認としましては、基本的

にはパイロットの目視と、管制官からの情報提供といったものに依存していることから、

周辺の状況が十分に把握できていないといった課題が存在するといったことを記載してお

ります。 

 また、最後に情報処理技術に関する課題としましては、現在の管制情報処理システムは、

ターミナル、エンルートといった飛行フェーズ、また、管制の業務ごとに個別に構築され

ており、統合的な管理が十分に行われておりません。また、そのために出発から到着まで

の一貫した管制支援機能の高度化であるとか、また、管制官へのヒューマンマシンインタ

ーフェイスの統一化、また、障害が発生したときに、システム間において整合のとれた迅

速な復旧が困難であるといった技術上の課題が存在しております。 

 22 ページに、以上の ATM、CNS の課題を表でまとめております。 
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 そういった課題を踏まえまして、第４章では、今後の運用概念、基盤技術の変革の方向

性を記載しております。 

 第３章で記述しました課題につきましては、いずれも従来の延長線では解決することが

困難であるといったことから、ATM の運用概念、また、CNS の基盤技術といったものを

大胆に変革していく必要があります。 

 また、その変革におきましては、先ほど ATM の課題のところでも説明しました空域ベ

ースの ATM 運用といったものから、運航の制約を極力なくし、柔軟で効率的な飛行を実

現するとともに、全体としてトータルの航空交通のパフォーマンスを最適化させるといっ

たことを実現させるために、戦略的な軌道ベースの ATM 運用といったものに移行してい

くといったことを変革の中核と据えるとしております。 

 前回、提示しました素案では、８つの変革の方向性を記載しているわけですけれども、

その８つの関係性が必ずしも並列ではないであるとか、また、８つの変革の方向性間の関

係がわかりにくいといったコメントもございましたので、ここではまず将来の目指す中心

としては軌道ベース運航を実現していくとしております。また、そのために必要となる変

革であるとか、そういった変革の方向性の８つの柱の間の関係性もわかりやすいように以

後の記載は修正しております。 

 ということで、１つ目の変革の方向性としまして軌道ベース運用の実現ということで、

こちらも先ほど説明しましたように、分割された空域ごとを基本とした管制指示や、また、

出発待機等による交通流制御を中心とした運用から、全体を１つの空域としてとらえ、航

空機の出発から到着までを一元的に管理し、さらに全飛行フェーズにおいて時間管理を導

入する４次元軌道といったものに沿った ATM 運用に移行するといったこととしておりま

す。 

 また、運航前から戦略的かつ関係者間で協調的に軌道を調整し、運航者が希望する飛行

を柔軟に実現するとともに、混雑空港、混雑空域における交通利用の拡大や、またＣＯ２

削減といった政策的課題にも的確に対応していくことが可能と考えております。 

 25 ページに空域ベースの ATM 運用から軌道ベースの ATM 運用にどう変わるかといっ

たものを絵として記載させていただいております。 

 繰り返しになりますが、空域ベースの ATM 運用におきましては、分割された空域、あ

らかじめ定められた経路といったものを基本とした運用ということで、固定的な経路を飛

行し、交通流が集中した場合には、迂回等の指示を行うといったさまざまな課題が存在し、
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また、それらを支えるシステムとしても、飛行フェーズごとの個別のシステムとして構築

されております。 

 そういった運用から軌道ベースの ATM 運用では、全体を１つの空域としてとらえ、出

発から到着までの軌道を最適化するといったことで運航者の希望する自由度の高い飛行を

実現するであるとか、また、混雑空域においても、効率的な降下方式や、高密度運航を実

現する。さらには運航前から協調的に軌道を調整することにより遅延を最小化するなどの

効果が期待されると考えております。 

 また、それを実現するためには、全体を統合的に処理するための統合された管制情報処

理システムが必要であると考えております。 

 ということで25ページが基本的に将来に向けて中核となる空域ベースのATM運用から

軌道ベースの ATM 運用になるといった基本的な考え方を絵でまとめたものとなっており

ます。 

 以降 26 ページからは、そういったものを実現するためにさまざまな変革が必要である

といったことで、２つ目の変革の方向性として予見能力の向上といったことで、そういっ

た軌道ベース運用を実現するためには、交通流や処理容量の予見能力を高める必要がある

ということでございます。 

 また、交通流や容量を予見する上で最大の不確実要素は気象でございますので、気象に

関する予見能力を向上させる必要があるといったことを記載しております。 

 ３つ目の変革としまして、運航者の多様なニーズに的確かつ効率的に対応し、また、柔

軟な４次元軌道といったものを実現するためには、航空機側の性能をより重視した性能準

拠型の運用といったものを促進していく必要があると考えております。 

 ４つ目の方向性としましては、全飛行フェーズでの衛星航法の実現といったことで、離

陸から着陸までシームレスな精密で柔軟な４次元軌道を実現するためには、我が国 FIR の

全域において、正確な位置と時間の把握が必要であるといったことから、精度、信頼性及

び自由度の高い衛星航法を実現する必要がございます。 

 また、衛星航法により、より自由度の高い曲線精密進入などを実現し、空域の有効活用

を図るといったことを記載しております。 

 ５つ目の方向性としまして、機上と地上の状況認識能力の向上といったものも図ってい

く必要があるといったことで、機上と地上の連携を図り、双方で情報を一体的に共有する

ことにより、状況認識能力の向上を図ります。 



 14

 具体的にはデータリンク、データ通信を用いることにより、地上において航空機側の詳

細な動態情報を利用し、また、機上においても、周辺の航空機の存在を把握することが可

能になるといったことで、地上、機上双方における情報共有認識能力の向上を図ります。 

 さらには将来的には空対空といった航空機同士のやりとりによる監視を導入し、機上で

の状況認識能力をさらに向上し、機上同士における間隔保持といったものを実現するとい

ったことを記載しております。 

 ６つ目の方向性としまして、そういった軌道ベース運用を実現するためには、高度に自

動化された統合的な支援システムが必要であるということでございます。 

 また、定型的な通信などを自動化することにより、パイロットと管制官の能力をより付

加価値の高い業務に集中させるなど人間と機械の能力を最大限活用できる環境を構築する

といったことが必要となると考えております。 

 ７つ目の方向性としましては、情報共有と協調的意思決定の徹底といったことで、運航

に関するすべての情報を包括的に管理し、関係者の誰もが必要なときに、必要な情報にア

クセスできるといったことが必要となると考えており、また、そのためのネットワーク、

ここでは SWIM といった名称をつけておりますが、そういったネットワークの構築も必要

となってくると考えております。 

 また、前回の研究会におきまして、安全に関する情報といったものもデータベースを一

元的に管理し、現場にフィードバックして安全性を向上していくことが必要であるといっ

たコメントもございましたので、そういった旨をここで記載しております。 

 最後の変革の方向性としまして、混雑空港、混雑空域における高密度運航の実現といっ

たことで、将来、交通量の増加が予想される中で、より効果の高い軌道ベース運用を実現

する。そのためには首都圏をはじめとする混雑空港、混雑空域におけるボトルネックの解

消が不可欠であると考えております。 

 そのため、性能準拠型運用であるとか、衛星航法であるとか、また、動的な空域管理で

あるとかといったことによる空域の有効活用や、また、離着陸順序を戦略的に調整するな

どのさまざまな支援システムを最大限活用することにより、混雑空港、混雑空域における

管制の処理容量を向上させていく必要がある。 

 さらにはそういった軌道ベース運用を実現することにより、正確な時間管理を図ること

により、航空機同士の間隔を短縮し、より高密度な運航を実現することが可能となると考

えております。 
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 29 ページには、そういった将来の航空交通システムの構築にあたっては、今、説明しま

した変革の方向性に沿って具体的な施策を進めていく必要があるといったことで、29 ペー

ジの表に、それぞれの変革の方向性ごとに具体的施策の代表的な例といったものを記載し

ております。 

 また、こういったものを進めていくにあたっては、30 ページには、段階的かつ計画的に

進めていく必要があるといったことから、それぞれの施策を短期、中期、長期といった段

階的な実施例を表で記載しております。 

 また、前回の研究会では、表の中でいきなり短期、中期、長期と記載していましたので、

今回の案では、短期、中期、長期ではどういったことをしていくかといった基本的な考え

方を記載しており、短期では、もう既に確立している技術、手法等を中心とした初期段階

の変革、また、中期では、現時点においてある程度実現の目途のついた技術や手法、長期

では、今後、研究開発等により実現が期待される技術や手法といったものを中心とした変

革を実現していくといった短期、中期、長期の考え方を記載しております。 

 第５章につきましては、当然、本ビジョンを作成して終わりではなく、今後、長期ビジ

ョンを実現させていくことが重要でございますので、実現に向けた取組みといったものを

第５章で記載しております。 

 32 ページには、ロードマップの作成といったことで、本長期ビジョンでは、将来の方向

性を示しておりますが、将来の航空交通システムを計画的に構築していくためには、関係

者間で連携したより詳細な、より具体的なロードマップを作成し、計画的に進めていく必

要があるといったことを記載しております。 

 ということで、今後の進め方のイメージとしまして、今年度、本研究会で議論していた

だきまして、本長期ビジョンを策定させていただき、また、来年度には、それを実現する

ためのより詳細なロードマップといったものを策定し、以降、ロードマップに沿って段階

的、計画に施策を進めてまいります。当然ロードマップといったものは状況の変化に柔軟

に対応し、必要に応じて適宜修正して見直していくといったこととしております。 

 また、長期ビジョンを円滑かつ効果的に推進するためには、産学官連携による推進体制

が必要であるといったことから、32 ページの下に来年度以降の推進体制を記載しておりま

す。 

 基本的には、産学官によります推進協議会といったものを設立し、本長期ビジョンを推

進するための母体と考えております。 
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 また、その下に、その目標の達成度などを分析するための企画調整会議といったものを

設立し、その下に各分野ごとにより詳細な技術的な検討を深めていくためのワーキンググ

ループを６つ設立したいと考えております。 

 また、ここではそういった日本の CARATS を推進するための推進体制から、さらには

ICAO であるとか、また、欧米の NextGen 、SESAR、アジア太平洋地域へ発信していく

といったイメージを記載しております。 

 33 ページには、航空交通システムの構築にあたりましては、当然航空局だけではできま

せんので、関係省庁、運航者、研究機関、また、航空関連メーカー等の各関係者が協調的

にそれぞれの役割を果たしていくことが必要であると考えております。 

 それぞれの具体的な役割につきましては、当然来年以降のロードマップの中で明確にし

ていく必要がございますが、それぞれの関係者に期待される基本的な役割としまして、以

下に記載しております。 

 まず官としまして、航空局・関係省庁では、航空局においては、当然関係者に将来の方

向性を示すとともに、広く関係者と連携し、長期ビジョンの着実かつ効果的な実現に向け

た先導的な役割を果たしていくといった航空局の役割を明確に記載しております。 

 また、当然航空局においては、地上側の航空保安施設の整備といったものを計画的に行

い、さらには世界のフロントランナーとして産や学と協調しつつ、ICAO 等の国際基準の

策定の場にも積極的に関与していく。 

 また、研究会の中でもコメントがございましたが、そういった研究開発を今後、促進し

ていくためには、さまざまなデータが必要となるといったことから、航空局の保有するデ

ータに関する提供も行っていく必要がございます。 

 さらには当然国際的な連携も推進して、諸外国への技術支援等を通じたアジア太平洋地

域における将来の航空交通システムの構築にも貢献していく必要があるといった官の役割

を記載しております。 

 続きまして研究機関・大学の学におきましては、研究機関におきましては、基本的に管

制機関、運航者のニーズや国際的な動向を踏まえながら研究開発を進めるとともに、航空

局等と協力し、新技術に関する分析・評価等を行う。 

 また、長期的にわたる研究課題についても本長期ビジョンを指針として計画的かつ効果

的に研究を実施する必要がございます。 

 また、大学においても、幅広く基礎技術の研究を進めることが期待されます。 
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 さらには研究機関、大学間の相互の研究交流も積極的に実施し、航空交通分野における

研究活動の裾野を広げていくことも必要であるといったことを記載しております。 

 続きまして産業界については、運航者としましては、機上側の装備を費用対効果も検証

しつつ、計画的に進め、地上側の整備と整合を図りつつ、関係者とともに将来の航空交通

システムの構築を目指すこととしております。 

 さらにメーカーとしましても、管制機関や運航者のニーズを勘案し、具体的な技術の開

発実用化に取り組むとともに、また、積極的な海外展開を図ることも期待されるといった

ことを記載しております。 

 最後に 34 ページには、今後、効果的・安定的に施策を推進していくといったことで、

第２章で具体的な数値目標を設定しておりますが、そういった数値目標の達成状況を検証

し、効果的に施策を進めていく必要があるといったことを記載しております。 

 また、航空交通システムの研究開発や整備には長期間を要することから、計画的に進め

ていく必要があるといったことから、安定的な財源の確保のあり方といったものを検討す

る必要がある。 

 また、限られたリソースの中で効率的に施策を実施していくためには、費用対効果も的

確に行っていく必要がある。 

 また、さらには、計画的に進めることは当然必要ですが、ときどきの状況の変化にも柔

軟に対応していくことも一方で必要であるといったことも記載しております。 

 最後に、長期ビジョンを将来にわたって着実に推進するためには、欧米の NextGen や

SESAR といった体制や、また、最近、いろいろなところでいわれている PPP（ Public 

Private Partnership ）といった考え方も参考にしながら、将来の航空交通システムへの

円滑な移行のための促進策や、関係省庁、産学官が一体となった体制への構築についても

引き続き検討を行っていく必要があるといったことを記載しております。 

 最後の 35 ページには「おわりに」としまして、これまで７回にわたり課題の整理やヒ

アリング、また、国際動向のレビューなども行い、目標、変革の方向性等について議論を

重ねていただき、本長期ビジョンをとりまとめるに至った、さらには CARATS という名

称が示すとおり、関係者間が協調し、着実に推進することにより、戦略的な航空交通シス

テムへの変革を実現する必要があり、広く関係者の一層の努力に期待するといったことで

最後としております。 

 参考資料としまして、変革の方向性と欧米、ICAO の比較の表を 38 ページに記載し、ま
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た、39 ページには、前回の研究会で目標と施策の関係性がわかりにくいといったコメント

もございましたので、39 ページ、40 ページにそれぞれの目標と施策の関係性を表でまと

めております。 

 また、この分野、非常に略語や専門用語が多いので、略語集・用語解説をつけ、最後に

委員名簿とこれまでの経緯といったものを記載しております。 

 説明は以上でございます。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

ただいま御説明がありましたように、前回の研究会以降、いただいた意見等を踏まえて、

構成、内容も変更し、そしてまたデザイン処理をしていただいて、随分見映えのよいもの

になりました。この間、これに関わった方々、大変御苦労だったと思いますけれども、ど

うもありがとうございました。 

 逆にこうやってきれいなものになると、何となく中身もよく見えてしまうのですが、今

日はまだ研究会が終わっていませんので、ぜひ御意見をいただいて、直すべきものは直す、

よくするものはよくするということで検討をしていきたいと思いますので、これからの時

間は、そういった議論に充てていきたいと思います。 

 １つ１つということよりは、やはり全体を通しての御意見もありますでしょうし、それ

から、個々の御質問や修正ポイントもあるでしょうから、表紙から裏表紙までどこでもか

まいませんので御意見をいただければと思います。 

 それでは、よろしくお願いします。 

○委員 

我が国の航空交通の特徴というところで、７ページ目、これは欧米等と比較した我が国

の特徴ということで御説明をいただいたのですけれども、１番の首都圏空域に交通量が集

中しているというのは、いってみれば、どこでもそういう傾向があるので、そこはうまく

分離できないなと思いながら、その辺は他の部分については日本特有の部分もあるので、

このままにしておいてもいいかなと思いながら、１点、一番挙げるべき特徴として挙げら

れてないのが我が国の大型機比率の高さで、以前もちょっと申し上げたつもりもあるので

すけれども、入ってなかったので、もし差し支えなければ入れていただきたいと思います。 

 大型機比率が高いという意味では、安全性に関しても、対小型機というところは特にな

のかもしれませんけれども、安全性の問題があるということで、後方乱気流に注意した運
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航がやはり必要だねということもあります。 

 あと効率面でも、やはり間隔を空けなければいけないということで、効率を上げる面で

も、安全性を確保した上でそこの短縮をどうしていくかというところも課題であると思い

ます。 

 環境面においても、やはり大型機の方が騒音が大きいので、騒音という観点の環境負荷

も大きいというところで、都市部上空なんかの空域は使いづらいということは大きな課題

になっていると認識していますので、もしその点、追加できるようであれば、お願いした

いと思います。 

 以上です。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 そうですね、そのあたり文言をぜひ入れる方向でお願いしたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

○委員 

第４章の 24 ページになりますけれども、変革の方向性の中で、（１）の軌道ベースの運

用の実現というところなんですけれども、これにつきましては、過去の本研究会の中で定

航協として再三コメントさせていただいていますけれども、その内容について、軌道ベー

ス運用についてそのものの内容の詳細を産学できちんと理解できていないのではないかと

思っております。 

 そのような認識の中で、航空の利用者の利便性に多大な影響を及ぼすエアラインの生命

線ともいえるダイヤ作成に与える影響だとか、あるいは遅延時の対応、機上装置の能力と

性能とか、機上装置の装備状況が整わない過渡期の対応や、機上システムと地上システム

の整合性など、運航者としては論議が尽くさなければならない重要な課題についてまだ論

議が足りていないのではないかと考えております。 

 このような状況下で、やはり４次元軌道に沿った運航については、最初に実現ありきと

して明文化する段階にはないのではないかと考えています。 

 ４次元軌道に沿った運航については、我が国の状況に最もふさわしい方法であるのかど

うか。詳細に検討した上で実現に向けた調整を開始する等の表現に変えるべきではないか

と考えています。 

 文言の修正が難しいという場合には、次年度以降のロードマップ作成にあたって、これ
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らの問題について詳細に議論を経て作成されるような必要があると考えています。 

 以上です。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 今の点についてはいかがでしょうか。 

○委員 

関連の要望ですけれども、やはり 26 ページ等にそれぞれ 4DT を中核に据えた書き方が

してございますので、例えば 26 ページの（３）の PBO なんかにつきましても、4DT の

ためということも１つはございますけれども、それ以外のニーズ、読みようによってはそ

ういうふうにも読めますが、例えばですが、具体的に言いますと、PBO というのはより柔

軟な経路設定による経路の短縮とか運航効率という、ちょっと 4DT と切り離した見方とい

うのも当然あるわけで、この会の議論の中で、4DT だけで他のものが全部動いているわけ

ではないという議論があったと思いますけれども、そういう書き方もしていただきたいな

と思っております。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 関連して何か御意見ございますか。 

 どうもありがとうございました。 

 ただいま御質問が４章の部分、そちらからお答えいただきますけれども、今回のビジョ

ンの構成上、２章で目標があり、その後、３章は課題というのだけれども、システムの持

っている課題、システムというものは目標を達成するための手段なんですね。その現状の

課題を述べた後で、４章で有望な手段として今後の軌道ベース運用というものを挙げてい

るわけであります。 

 この軌道ベース運用という概念、この詳細は今後、検討を進めていくのだと認識してい

ますので、言葉がここで出てきて、それが非常に多義的にというか、さまざまな定義で使

われたり、さまざまな理解をされるということであれば、そういうことの心配をある程度

取り除くような解説もいるでしょうけれども、ただ、方向性として、この有望な手段とし

て考えられているもの、これの検討を深めていく、あるいはその実現性を高めていく、こ

ういう点についてはおおむね御了解が得られているのだなと思うのです。 

 ですから、今の御指摘も踏まえて、どういう書き方にするかについては、これはぜひ調
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整をしていただきたいところであります。 

 私も 24 ページのところでちょっと気になるのは、確かに３章で現状の課題を述べては

いるのだけれども、ではその解が軌道ベースの ATM 運用だということで流れていくとこ

ろについて、多少もう少し解説がいるかなという感じはするのです。 

 それから、一般の利用者というか、私なんかから見ても、軌道ベース運用にしたときに、

例えば変化への柔軟性、対応性が高まるんだということを書いてくれれば、これはこれで

いいんだけれども、例えばお客さんが１人来なかっただとか、いろんな理由で出発が直前

になって遅れるとか、気象みたいなものは予測可能性があるのだけれども、予期できない

ような変化に対してもこういう新しいシステムの方が、こういう点で柔軟に対応できる。

こんなことになってくると、これは私なんかにとっても、ああ、それはぜひいい方法だな

ということになるのだけれども、ダイヤ調整段階からかなりフィックスされていくような

イメージを与えちゃうと、現場での非常に柔軟な変化に対応できないではないかとなって

くると、１本逆にあいちゃうとか、もし出発が遅れたら、その間、飛ばせません、飛べま

せん、誰も買いませんとなったら、これは限りあるキャパシティーが逆に有効に使えない

ではないかと思ったりするものだから、そんなことはないはずだけれども、しかし、この

24 ページあたりについては、有望な手段として新しく提案をしているわけだから、多少そ

こら辺の理解も進むように書いてもらうといいかなという気が私もします。 

 ですから、今、非常に御専門的にいろいろとおっしゃっていただいたところ、２番目の

ところもそうですね。これもイメージ的にはよくわかるし、この方向だろうなということ

もわかるのだけれども、先ほどの御指摘も踏まえて検討いただきたいと思いますけれども。 

 といっていろいろと私が話していますが、そちらから何かお答えはありますか。 

○事務局 

先ほどコメントをいただきました件について、事務局の方の考え方を説明させていただ

きたいと思います。 

 ここら辺、理解度の問題もいろいろとあるかと思いますけれども、３章で述べておりま

す現行の ATM 運用、このような運用を続けていった場合、10 年、15 年先の大幅な航空需

要の増大、環境問題の的確な対応、あと運航者からのさまざまな効率性向上等の要望とい

うものに対しては、今の延長線ではなかなか難しいということで、欧米でも一部の混雑空

域、混雑空港での容量拡大には、こういう 4DT もしくは軌道管理ベースの運航が解決策に

なってくるということで多分議論が始まっていることだと思われますし、また、2003 年に
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策定された ATM の運用概念ドキュメントの方でもやはりそのような将来の世界的な国際

航空の需要増大や運用者からのニーズ、これに対応するためには、運航者の希望に極力対

応した柔軟な飛行経路が設定できる軌道ベース運航の運用を目指すということで指針とし

て定めておりますので、基本的にはこちらの考え方というのは我が国がこれからやろうと

していることと極端に違ってはいないかと思います。 

 具体的な、どういう技術によって実現するか、ダイヤ設定の際にどういう作業が発生し

て、それぞれの運航の現場、管制の現場にどういう課題なり問題が生じるか。これはやは

り今後、来年以降のワーキンググループの中で理解も深めつつ、議論をしていくことにな

るかと思います。 

 あともう１点、御意見のありました 26 ページの PBO の性能準拠型運用のところでござ

いますけれども、ここも先ほど事務局から説明しましたけれども、前回までのいろんな御

意見を踏まえまして、性能準拠型運用についても、冒頭に運航者の多様なニーズに的確か

つ効率的に対応するという文言を入れさせていただいて、事務局としては必ずしも PBO

というものが４次元軌道運航だけのためのものではないとのつもりで記述したわけでござ

いますけれども、全体を通しまして、４次元軌道管理がすべての問題を解決するというよ

うな印象を与えるようなところがあれば、そこら辺は若干の文章の検討はしたいと思いま

す。 

 それと前回、これも同じような意見を賜りましたけれども、軌道ベース運用が主な技術、

主な変革の方向性となるということはここに書いてありますけれども、それが３章で述べ

ましたすべての課題を解決するわけではないということで、やはり性能準拠型運用だけで

解決される課題もございますし、衛星航法の実現によって解決されるものもあるというこ

とで考えております。 

 いずれにしましても、表現ぶり等につきましては、また事務局の方で調整させていただ

ければと思います。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

○管制保安部長 

根本的な御指摘をいただきましたので、先ほど事務局からお答えをさせていただいたこ

とに若干補足をさせていただきたいと思います。 

 また、座長からもとりまとめをいただいたわけでありますので、基本的にはそれに尽き
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るのですが、若干補足をさせていただきたいと思います。 

 そもそもこの研究会の目的にも関わるわけでありますが、要はこれからの航空をどうや

って支えていったらいいのかということが基本的な問題意識だと思っています。 

 量的なものもそうですが、質的な面での対応を考えていかなければいけないということ

でこの研究会をお願いしているわけでありますが、一言で言うと、戦略的な航空交通シス

テムということで、さらに言うと、オリンピックではありませんが、より賢く、よりスマ

ートで、より柔軟な、フレキシブルな、そういうシステムというのが求められているのだ

ろうということであると思っております。 

 その中で、我々としてはもちろんすべてに応える万能薬ではありませんけれども、軌道

ベースのマネジメントというのが、これが世界的にもそういう方向性が出されております

し、我々も今のいろんな状況を考える中で、将来の目指すべき方向としては１つの大きな

テーマだろうということで、最初に書かせていただいたつもりであります。 

 ただ、御指摘をいただいた御懸念等々も我々も十分認識はしておりますし、何となくが

ちがちにかえって制約されちゃうのではないだろうかみたいなイメージもあるいはあろう

かと思いますが、決してそんなことはないわけでありまして、そんなことはとてもできな

いというのがむしろ正確な言い方かもしれません。よりスマートな、よりフレキシブルな、

よりインテリジェントなというふうなことから考えたら、とても手取り足取りやるような

ことはもうできないだろうと思っております。 

 今後、まず 4DT についての関係者の認識を同じものにしていかなければいけないと思い

ますし、そのときの我々の留意点として３つのことを申し上げておきたいと思います。 

 １つは、今回、具体的な施策の実施例の中でも短期、中期、長期と分けて書いておりま

す。例えば 4DT といえば全く新しい概念のように、あるいはお感じになるかもしれません

が、例えば CDA は部分的に時間管理も導入したような考え方でありますし、RNAV につ

いてもそういう発想もあるわけだと思っています。いずれにしても段階的な実施というの

は１点目です。 

 ２つ目は、○○委員からも御指摘いただきましたし、先ほど○○委員からも御指摘いた

だきましたが、日本にとってどうか、日本の特徴を踏まえたものというものを考えていき

たいということ。 

 ３点目は、関係の皆さんと十分相談をさせてもらいながら考えていきたい。 

 この３つのことは申し上げておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 



 24

○座長 

どうもありがとうございました。 

 それでは、他にいかがでしょうか。 

○委員 

この前も少し申し上げたのですが、本日の２章から先はすべてほとんど旅客機、旅客輸

送についての管制だけを目標に挙げ、それから、それに対する将来の課題を述べ、そして

最後に実現への取組みということを述べていらっしゃるのですが、旅客機以外はどうなっ

てしまうのかなという不安が少し私にはします。 

○座長 

どうもありがとうございます。 

 旅客機以外はかなりありますけれども、どのあたりが特に不安、すべて不安ですか。 

○委員 

何にも書いてなくて、このまま旅客機以外も４次元でコントロールされてしまうのか、

あるいは旅客機以外はもう IFR の中へ入れないのか。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 いかがでしょうか。 

○事務局 

決してこの長期ビジョンが旅客機だけを対象としているというわけではなく、基本的に

記述としては航空会社という記述ではなくて、全般的に運航者といった記述にしておりま

すので、旅客輸送だけではなく当然貨物輸送の定期便は入りますし、そういった定期便以

外でも、IFR 運航をしている運航者は基本的にこの長期ビジョンの中で考えていくといっ

たことで考えて、VFR といったものは４次元軌道にしていくといったことでは当然ござい

ませんので、そこは違いますが、基本的に IFR を運航する運航者といったものは念頭に置

いて記述はしております。また、小型機についても、その運航特性は十分に考慮する必要

があるといったことも目標等のところでも書いているところでございます。 

○座長 

よろしいでしょうか。 

○委員 

目標のところのどこに書いてありますか。 
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○事務局 

例えば 10 ページの安全性の向上のところで、第１段落の最後に、小型機の事故の割合

が高いであるとか、また、災害復旧、急患輸送などの小型機に対するニーズも高いといっ

たことから、そういった小型機等の運航特性も十分考慮した安全対策を進める必要がある

といったところです。 

○委員 

変革の方向性というところではどういうふうに、これは IFR のことだけだからかまわな

い、そういうことですか。 

○事務局 

基本的には、この変革の方向性も IFR を基本には考えておりますが、当然先ほどの災害

復旧や急患輸送といった際に、IFR を使うといった場合も、軌道ベース運用の中でダイヤ

設定時からの調整とありますが、当然そういったものにダイヤがあって運航しているわけ

ではないといったものがございますが、そういったものも含めて軌道ベース運用を実現し

ていくためには、そういう定期便と、緊急な小型機の運航といったものをどう整合をとっ

ていくかといったものは来年以降の詳細な検討の中で検討していきたいと考えております。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 確かに 24 ページの最後のパラグラフ。「ダイヤ設定時から」という言葉使いが、定期便

の、さっきの御指摘と全然違う脈略ではあるけれども、ちょっと限定的な印象を与える感

じもある。「早い段階から」とか、多少あいまいだけれども、変えてしまうこともあるかも

しれない。ダイヤ設定時からやるという非常に強いメッセージを出したい意図があれば、

今の御指摘と区別をして、幅広く対象としながら、一方で定期航空については早い段階か

ら、ダイヤ設定の段階からということで書いてもいいと思う。ただ、その場合には、さま

ざまなファクター、特に羽田の到着と国際線なんかも出てくる中で、公平で公正なダイヤ

のあり方とか、いろいろ議論があるでしょう。生命線だという話もあった、そのとおりだ

けれども、一方でそれが管制の運用上、問題があれば、調整が必要だろうし、こちらの側

からもメッセージをちゃんと出さなければいけない部分である。けれども、その結果、外

国のフライトばかりが優遇されるというのでは困るのだから、そういう意味では、そこら

辺の柔軟性は間違いなくあると思うのです。けれども、この文章だけから見ると、なんだ

かぎちぎちにという感じに読めなくもないから、そういう誤解を与えないように、ぜひ検
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討していただければと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 他いかがでしょうか。 

○委員 

２点、コメントをさせていただきます。 

 まず１点目は、大変りっぱな長期ビジョン案を作成いただきましてありがとうございま

す。 

 せっかくですので、こういった長期ビジョンを社会に対してメッセージとして発信して

いく、そういったことについても検討いただき、また、情報発信の方法をどうしていくの

か、そういったことも可能であればお載せになればいいのかなと感じました。 

 もう１点は、１ページのところにステークホルダー、利害関係者との協調作業が不可欠

ですという御指摘がありまして、大きく５つの協調が盛り込まれております。これについ

ては異議がないのですが、５番目の地域社会との協調について、今回の案の中では明確な

言及はなかったような印象を持ちました。 

 地域社会との協調という言葉の定義が難しいことは十分理解できますが、可能であれば、

今後、ワーキンググループ等における詳しいロードマップの作成段階において、この点に

ついてさらに議論を深めていかれるとよいのではと感じました。 

 以上です。ありがとうございます。 

○座長 

どうもありがとうございます。 

 いかがでしょうか。 

○事務局 

御意見ありがとうございました。 

 最初の情報発信の仕方でございますけれども、事務局の方でも検討はしていますけれど

も、こちらの報告書というのは来年以降の取組みまでというのをこれまで議論してきまし

て、具体的な情報発信の仕方については議論してこなかったということもありまして、可

能な限り考えてはみますけれども、具体的には、このとりまとめ以降、さまざまな形でと

いうのも、国際会議であったり、国のいろんな長期計画等への掲載など、そんな形でして

いきたいとは事務局の方としては考えております。 

 ２点目の地域社会のところでございますけれども、こちらの方は、素案の段階では、特
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に環境問題に対応するために、社会全体との協調が必要ということが書いてありました。

社会全体といった場合に、一般国民とか、いろんなところまで波及するということで、そ

こまで協調する必要があるのかなという話がございました。 

 また、同じような協調の考え方の中で、空港管理者とか、空港周辺の自治体のようなと

ころ、これは経路設定をしたり、環境問題にいろいろ対処していくためにやはり必要なわ

けでございますけれども、そういうことも踏まえまして、この地域社会という中は、地方

自治体のようなところとか、空港管理会社とか地元、そういうところを念頭に地域社会と

いう表現にさせていただいております。 

 前回の素案のときは、産学官の協調から⑤番の地域社会との協調までもう少しいろいろ

と書いてあったわけでございますけれども、若干それではいろいろ細かく書き過ぎまして、

限定的なところもあるということで、ここではこのような簡単な言葉にさせていただいた

ために、先ほどのような疑問が出てきたのではないかと思われます。 

 以上でございます。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 今の２点目のところ、どこかに入れましょうね、地域社会とのコラボレーションという

のは、やはり５つの中の１つであるから、それに対応するものが何も書いてないという今

の御指摘、すごく鋭い御指摘をいただいたと私は思います。どこがいいかということはな

いのですけれども、混雑空港とか、混雑空域における高密度運航の実現なんていう 28 ペ

ージにありました。ああいうところなんかは、出発順序を変えるのもあるし、離着陸の方

位、方向を変えるとか、外国なんかでもいろいろやっていますね。何にしたって地域との

関係性は非常に強いところだし、どこかに何か一言入れる方向で。それですむかわからな

いけれども、今回の管制のシステムとしても、地域というのは大変重要だという視点が少

しでもいいから見えるようにしていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。大変重要な御指摘を最後にいただきました。 

 まだそういう意味で、整合性とか課題が残っているかもしれませんので、御指摘をいた

だければ、ぜひ前向きに検討をさせていただきたいと思います。 

○委員 

２点ほど意見を述べさせていただきます。 

 まず１点目は、18 ページの ATM における運用上の課題の話で、その中の下の方に気象
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情報が航空交通量や管制処理容量の予測に十分活かされていないと書いていただいていま

す。 

 それから、29 ページを見ますと、短期の目標としまして、気象予測情報の活用の促進と

いうことで入れていただいています。 

 具体的に例えばどうするかというところがちょっと不明確かなというところで、４章で

その辺のことは多分記述されるのだろうと思いますけれども、特に 26 ページの予見能力

の向上のところで高度化のことは書いていただいていますけれども、その前に活用するこ

とによっても解決できる問題が多々あるのではないかなと思います。 

 今、御存じのように ATM センターで私どもの職員も出ていまして、必要なブリーフィ

ングをやらせていただいていますけれども、それにさらに予測情報を活用することによっ

て、より安全で効率的な運用の実現ということはまず目先のところでできるのではないか

と私ども考えております。 

 管制官とも連携しまして、必要な調査等々を行っているところでありますけれども、さ

らにその辺を有効に活用することによって、安全で効率的な運用ができるのではないかと

考えております。 

 ２点目は、28 ページに書かれています混雑空港の話ですけれども、実は世界気象機関

WMO の航空気象委員会というのがありまして、今年２月のはじめに開かれました。その

中で１つ WMO としてずっと検討してまいりますのは、混雑空港に対する気象情報の支援

というのをどうするかということをずっと専門家チームが集まりまして検討してきている

ところでありまして、一応プロトタイプみたいなのができつつあるというところなんです

けれども、今後、それをさらにユーザー、当然運航されている方、それから、パイロット、

管制官方の御意見を聞きましてさらに改善していくというようなことがあります。 

 ということで、混雑空港の問題の例えば安全性とか、それから、効率性の問題につきま

しても、気象情報で支援できるところが多々あるのではないかと考えておりますので、そ

の辺のことを、記述がもしも可能でしたら入れられればと思いますけれども、今後でした

ら、来年度以降のワーキンググループの中でも議論していくことになると思いますけれど

も、そういうような動きがあるということをお伝えしたいと思います。 

 以上です。 

○座長 

どうもありがとうございました。 
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 今の点、いかがでしょうか。 

○事務局 

コメントありがとうございます。 

 １点目の予見能力の向上のところにつきましては、26 ページの予見能力の向上のところ

には、将来の方向性といったところですので、気象の高度化を図っていくといった記載に

しておりますが、当然それを段階的に進めていくといった中のまずは初期段階としての高

度化として、今あることをまずは活用していくといったことだとは思いますので、具体的

施策の中の短期のところでは、まずは気象情報の予報の活用の促進といったことを記載し

ております。26 ページのところは変革の方向性といったことなので、そういった短期的な

部分を含めてどこまで書くかといったことはございますが、検討したいと思います。 

 あと混雑空港における気象の活用につきましても、来年度以降のワーキングの中で詳細

に検討させていただきたいとは思いますが、28 ページの変革の方向性の高密度運航の実現

といったところも、当然気象の高度化といったものも密接に関連してくると思いますので、

来年度以降、詳細な議論をさせていただくことは前提として、ここに記載できるかどうか

といったのは引き続き検討させていただきたいと思います。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 この 29、30 ページあたりのロードマップ、30 ページでもいいのだけれども、予測情報

の活用促進というのが短期に入っている一方で、高度化という言葉が入ってない感じもす

るのだけれども。26 ページの方は、もっともっと活用ができるではないか、高度化の前に

活用すべきこともあるよと言っていただいたのだけれども。そこら辺が書いてなくて、後

ろの方は活用がちゃんと入っているような気もするので、その辺の若干文言の不整合みた

いなのがあるのですか、ぱっと見ただけですからわかりませんけれども。今の御指摘を踏

まえてぜひ改善、修正をしていただければ、それで結構です。現有の施設とか、今あるも

のでも短期的に改善できるところについて、どのあたりに記載しておくのか。これは余り

ばらばらでもいけないし、レポートの構成上、課題のところに入れるべき範囲もあるだろ

うし、一方でさっきの議論もあったけれども、やはり４章の中に入れておくというのもあ

るのでしょう。今の気象の問題だけではなく、いろいろな分野に関わって同じようにある

のだと思うのです。そこを一度整理してもらって、どちらかわかりやすくしていただけれ

ばと思います。ありがとうございました。 
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 他いかがでしょうか。 

○委員 

今年は上野の不忍池で、日本人とフランス人の手によるグライダーが日本で始めて飛ん

で 100 年目になります。この 100 年間で航空は科学技術を集大成した現代生活に不可欠な

ものに驚異的成長を遂げたわけです。しかし、この 100 年間、人間は「より高く、より遠

く、より速く」という呪縛にとらわれて走り続けて、どうもいきつくところまで来てしま

って、地球温暖化の問題などに突き当たってしまったという感じがします。そのリアクシ

ョンとして、例えばＥＣがまとめた「ビジョン 2020」なんかを見ますと、「航空は、より

経済的で、より安全で、より静かで、よりクリーンをスローガンにしていく」というよう

なことをいっています。 

 この取りまとめ案では、１ページ目のトップの１かたまり、２かたまり目の辺を読むと、

やはり「より速く、より遠く、より大量に」というような量的な拡大を目指して成長戦略

に乗ろうという書きぶりではないかという感じを受けます。成長戦略の策定・実行が急務

であるという書きぶりも必要だと思いますが、やはり航空 100 年目の我々は、「よりリー

ズナブルで、より安全で、快適で、より静かでクリーンな航空と環境を目指す」というよ

うな観点も今後とも重要になってきているのではないかと思います。 

 ここで、こうしたニュアンスをにじませられたら非常に説得力が出てくるのではないか

と考えました。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 ちょっとまだその辺が足らないということですね。もう少し強調というか。 

○委員 

言い足らないというか。 

○座長 

ニュアンスはよくわかりましたので、そこら辺をうまく入れていければ、ぜひ改善をし

ていただきたいと思います。 

 他にいかがでしょうか。 

○委員 

この長期ビジョンというのを読ませていただいて、私どものところでも長期ビジョンと

いうものを考えている立場から、１つ、これはコメントでございます。考えさせられると
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ころがあるところは、我が国の航空交通の特徴というのも７ページあたりに書かれており

ます。やはりヨーロッパ、あるいはアメリカに比べてかなり大きな特徴であるのが、当初

言われていたとおり、やはり首都圏に航空が集中するということ、あるいは高速鉄道との

競争、あるいは上空通過機が今度増えていくでしょうというようなことが想定されておる

ところでございます。 

 このような場合に、ではそれに対応して我が国としてある程度独自に力を入れていかな

いといけないものは何かというようなものについての考え方は、例えば SESAR だとか、 

NextGen に比べて少し力を入れていかないといけないところがあるのかなと考えている

ところです。 

 例えば上空通過機が増えるということは、我々が日本から上がる航空機の立場からいえ

ば、余りいい行動をとりにくくなるというところが実際に想像されます。そのような場合

に、全体の調和を見るときに、日本をまず力を入れて考えないといけないのか。あるいは

この CARATS の中でも書かれているように、我が国の、あるいはアジアでのプレゼンス

を考えれば、そこらの協調の方を力を入れていかないといけないのか、そのあたり、どち

らかというとちょっと矛盾があるような気もどうしてもせざるを得ません。 

 したがいまして、今後、ワーキンググループとかの中で、どのようにすればある程度お

互いに矛盾があるようなところを協調していい解が得られるようにするか。それらは少し

考えていかないといけないのではないかなと考えております。 

 今、上空通過機のことを申しましたけれども、またもう１つ例を挙げさせていただけれ

ば、新幹線との競合というのは非常に日本の場合は厳しくて、そのためにサービスレベル

は非常に高いというお話でございます。ところがこのサービスレベルを高く維持するとい

うのと、航空交通量を増やすというのはある程度矛盾する部分もあるのではないだろうか

と考えております。もちろん 4D トラジェクトリー管理というのは、それらを解消するた

めの大きなツールとは予想されるのですけれども、その検討の過程では、どちらの方に力

を入れるべきなのか。そういうことも考えないといけないのかなと考えるところがござい

まして、そういうところも今後、少し検討が必要ではないかと考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○座長 

どうも御意見ありがとうございました。 
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 矛盾があるのではないか。重要な論点ですね。今回のこのビジョンは、空のインフラづ

くりということだから、そのインフラづくりの目的は、まさに今回、２章に挙がっている

ように、容量を上げたいということ以外にさまざまにあるのですね。ただ、インフラづく

りは基盤だから、他の政策と無関係に必要だといえるかというと、やはりそこはおっしゃ

るとおりいえないところであります。国内、国際という観点、それから、陸上交通との観

点、これは御指摘をいただいたわけでありますけれども、そこら辺について、この中だけ

で確かにできないところもある。けれども、一方で今後の検討の中でぜひやっていただき

たいという、こういうメッセージをどこかで、また来年以降もありますから、検討はして

いただきたいと思います。 

 ただ、私も個人的には興味があるから、ぜひそういう議論はしていただきたいとは思う

のだけれども、先ほど申し上げたように、フェアでなければいけないし、それから、バラ

ンスもとらなければいけないしという、そういう中で結果的にというか、一方的に国内の

方が不利になるのでは大きな問題ということになります。それでは日本の中の交通の政策

という観点、あるいは競争力云々という観点からいったって、問題が大きいでしょうから、

インフラを整備していて、どういうふうに使っていくかについては、全く関係がないとい

うスタンスもとりにくいということもあります。その辺は非常に難しいことでありますが、

技術開発としての方向性をきっちりと議論していく中に今回のビジョン作りがあったとし

ても、それを誰がどう活用していくべきかについては、どこかで誰かにまた議論をしてい

ただかなければいけないと思っていまして、この中だけで完結する議論ではないと思いま

す。どうもありがとうございました。 

 他にいかがでしょうか。 

○委員 

小型機について、来年度以降、小型機ワーキンググループを作っていただいて、いろい

ろ御検討いただけるということになっておりますので、大変ありがたく感謝しております

けれども、冒頭の第２章の（１）に安全性の向上というところがありましたけれども、先

ほど担当の方のお話を伺っておりますと、将来の航空交通システムがどうも IFR に特化し

たようなお話で、VFR 機はというようなところがちょっと私に聞こえてしまったもので、

（１）の中で小型機の事故件数は依然として多いという、その依然として多い部分につい

ては、ほとんどが VFR の飛行状態の中で起きている事故でありまして、ですので、一般

の市民の皆さんが、小型機は事故が多いね、ヘリコプターは本当に危ないよねというのを
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感じるのは、IFR であろうが、VFR であろうが、そういう飛行方式の問題ではないのかな

と思います。 

 それでこの急患搬送や災害復旧だけが必要なニーズでなくて、やはり普段業務している

私たちが、前のプレゼンでお話しましたが、99％VFR での運航でして、その 99％の運航

の安全性を少しでも向上させることができるような何かインフラの整備というようなとこ

ろも何となくにおってこないと、小型機の事故というのは IFR 時に起きている。管制シス

テム上の問題ではないので、そこをちょっと書きぶりの中に表現できないものかなと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 何か具体的な場所というか、どのあたりに、どんなふうに入れたらいいとお考えですか。 

○委員 

冒頭、10 ページの航空機事故等における小型航空機の割合が依然高いことや、災害復旧、

急患搬送などというようなところなんですけれども、そこに IFR に特化した事故はありま

せんので、その辺が表現できないものかなと思っているのですけれども。 

○座長 

わかりました。いかがでしょうか。事務局の方から何かありますか。 

○事務局 

コメントありがとうございます。 

 もちろん小型機の事故の中では、IFR というより VFR の方が多いということだとは思

うのですけれども、今回のビジョンが航空交通システムの変革に関するビジョンだという

ことで、そういった観点で、そういったものに対して何ができるかというと、現時点では、

低高度における IFR がなかなか設定できないような環境にあるといったものを、いかに小

型機の特性を活かした IFR 環境を整えていくかといったことがやはり大きなことかなと

考えておりまして、現行 VFR で起きている事故といったものをすべて IFR の環境を整え

ればなくなるといったことではないとは思うのですけれども、この航空交通システムの変

革といったものに関する長期ビジョンの中の扱いとしては、基本的には今は小型機に適し

た IFR 環境が十分でないといったものをいかに解決していくかといったことが中心にな

っていくのかなとは考えております。 

○座長 
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どうもありがとうございます。 

 よろしいですか。 

○委員 

今後の来年度以降のワーキンググループの中でもいろいろ御意見をさせていただければ

と思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 他はどうでしょうか。 

 大体おおむね一巡というか、御発言をいただいてない委員の方については、もし御感想

でも結構ですけれども、何かおありだったら、この機会に御発言いただいて、もしなけれ

ば次に進みます。 

○委員 

感想だけですけれども、私の関係のヒューマンのところは大体書き込んでいただいて、

こんな感じでよろしいのではないかという感じがいたします。 

 それで少しはずれて感想なんですけれども、この会で余り議論していませんでしたし、

書き込むのが可能かどうかよくわかりませんけれども、ですから、そういう意味で感想な

んですが、国際的プレゼンスのところで、比較的近隣諸国との、アジア諸国との協調的な

スタンスが結構目立っていますけれども、協調すると同時に競争しているという、そうい

う状況もありますので、今のところ、なかなか旗色が悪いような情勢になってきて、そう

いう中で、どういうふうに日本の航空交通で近隣諸国と競争して勝負して勝てるか、そう

いうような観点から何かこの航空交通システムに要求というか、そういうものがあるのか

なというのがちょっと今、感じました。 

 特にそういう議論は余り出てなかったと思いますので、この報告書に反映させるのが適

切かどうかというのはありますけれども、そういう意味で感想でございます。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 大変的確な御指摘と一緒に感想をいただきました。 

○委員 

私も今まで述べさせていただいたことをきれいに反映していただいているということで、

特にコメントはないのですが、最後、感想ということで、32 ページのロードマップの作成、
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来年度以降への期待ということで１つだけ述べさせていただきたいと思います。 

 長期ビジョン、こんなに一生懸命作っていただいたら、ああ、もう仕事が終わったとい

う感じで、一旦ここで区切りがついたような気がしてしまうかもしれないのですけれども、

実はやはりこれをロードマップに落とし込んで、ワーキンググループの中でさらに目標を

細分化していって、役割分担を決めていくというところが非常に重要になってくると思い

ますので、この 32 ページの CARATS の中にある推進協議会からワーキンググループまで

の活動については、ぜひ強力に航空局の方にリーダーシップを取って推進していただきた

いなという感想です。 

 あと１つこの絵なんですけれども、ちょっと先ほどの国際競争ということから考えると、

SESAR、 NextGen にぽんぽんと矢印が出ているのがなんかちょびっと違和感は感じま

した。アジア太平洋域とあるいは国際会議等との連携というのは当然あると思うのですけ

れども、なんか SESAR、 NextGen と協調なのかな、競争なのかというのが、○○委員

の意見と同じようなことを感じました。 

 以上です。 

○座長 

どうもありがとうございました。 

 ほとんどこれでよろしいでしょうか。 

○委員 

一度発言したのですけれども、定航協としましてちょっと否定的な意見ばかり述べるの

ではないかと感じられた方がいるかもしれませんけれども、我々も今後、ワーキンググル

ープに積極的に参加していきたいということをちょっと説明させていただきたいと思いま

す。 

 現在、エアラインはやはり経営困難でありまして、特に弊社におきましては、１月に会

社更生法を申請いたしました。皆様に多大な御心配をおかけいたしまして、この場を借り

ましておわび申し上げたいと思います。本当にステークホルダーの方もいらっしゃったか

もしれませんけれども、申しわけありませんでした。 

 そういう困難な状況の中でも、将来のための交通安全システムを実現するために、やは

り運航者としましても投資していかなくてはいけません。そういう中で、やはり会の中で

も述べさせていただきましたけれども、メリット、デメリット、それから、費用対効果と

いうのを今まで以上に精査して、やはり今後のワーキンググループで積極的、あるいは真
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剣に発言させていただきたいと思いますので、どうか立場を御理解の上、よろしくお願い

いたします。 

 以上です。 

○座長 

 どうもありがとうございました。 

 他よろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 私からも感想を一言申し上げたいのですけれども、感想を申し上げてからまとめの方が

いいかもしれません。 

 先ほど○○委員が、これはぜひ PR をしていただきたいというような話を、そしてどう

いうふうにしていくかという話がありました。 

 今回の趣旨は、どちらかというと航空局の中でも管制保安部が作りあげていったビジョ

ン、しかもそれを今回は研究会という名前のもとで出していくビジョンということですの

で、こういう内容を本当に実現していくためには、まだまだいろんな課題もあるでしょう

し、さまざまな努力が必要であると思います。けれども、やはり航空管制の分野は、非常

にハイテクの分野であると同時に、どんどん進歩させていかなければいけない分野である

ことは間違いないわけですし、それに対して１つのビジョンがまとまったというのはもの

すごく意味のあることだと思います。 

 ですから、今後、実現という意味では、さまざまな御事情や御意見もあるでしょうし、

必要に応じて修正されていくということも、これはどんな計画やビジョンにも伴うもので

すから、そういうことも前提にしながら、ぜひどんどん積極的に進めていただきたいなと

いうことであります。 

 アピールするというのは、皆さん、ここに関わった方々がぜひこういうビジョンができ

たとか、こういうもとでさらに検討が進んでいくということをいろんな場面で言っていた

だくことも１つのアピールだと思います。ここから先は冗談のお願いになりますけれども、

先日も NHK の取材があって、私も快く応じて、管制は大変重要な分野だし、将来性もあ

るし、こんなビジョンも作られているということをインタビューで申し上げたのですけれ

ども、ちょうどそのインタビューを受けている時間に、羽田の方でトラブルが起こりまし

て。運用初日だったのです。それがあって、夕方の特集ががらっと変わって、トラブルは

なぜ起こったかの特集になって、私の取材は没になったのですけれども、そういうアピー
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ルしたい日にはぜひトラブルを起こさないでいただきたいという、お願いみたいなもので

す。ぜひ皆さん、機会があるごとに、こういうことをアピールしていただければと思いま

す余り知られていない分野ということもありますので、お願いしたいと思います。 

 ちょっと冗談を申し上げてしまいましたけれども、今度はまとめになります。今日いた

だいた意見について一度事務局の方で整理していただいて、簡単な一覧表でもいいですか

ら、そしてそれに対してきっちりと対応できるところについては対応していく。そういう

ことを進めていただきたいと思います。 

 最後にいろいろ出てきた競争と協調の関係については、これは私の個人的な意見ですけ

れども、どういう戦略で進めていくかについては、やはり今回のビジョンよりもさらに上

位の政策や、これは航空局として、あるいは国土交通省として、あるいは政府としての、

しかもそれはある一定程度継続的で、安定的な、きっちりとした方向性を持ったものでな

ければいけないと思います。そういうものがあり、そのもとにこういう技術に関わるビジ

ョンがあるという、そういうところに、競争についてもきっちりと定めていただく。こう

いうことがやはり必要なんではないかなと思います。 

 そういうものを受けて、この技術を中心とした将来ビジョンというものが安定的にきっ

ちりと進めていけるということで、この中にすべてを書き込み、決めてしまうということ

は難しいのではないかなと個人的には思いますので、ぜひそういう理解の中で、競争力も

あり、そして協調性も持つ、この矛盾するところにどう立ち向かうかというところまでを

ある程度定めた上で、そのもとで今回のビジョンというものが立つ位置がはっきりしてい

るという、そんなような作り方、見せ方、位置づけができれば一番いいのではないかなと

思います。 

 そんな前提のもとでありますけれども、今日、いただいた意見をきっちりと踏まえつつ

作りあげて、そして今度は先ほども○○委員がおっしゃっていただいたように、ビジョン

を踏まえ、そしてアクションに向けた第一歩、ここからが大変重要になると思いますので、

引き続き御協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 つい長くなって恐縮でありましたけれども、そういうことで私からも感想と最後のまと

めを述べさせていただきました。 

 それでは、おおむね時間がまいっているようでありますので、今後の進め方みたいなも

のは、私が申し上げたから大体いいのかな、あとは最後、そちらにお返ししますので、ま

た部長さんからもお話があると思いますけれども、議事次第上は３、閉会の方に移らせて
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いただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○事務局 

どうも委員の方々から本日も貴重な御意見をありがとうございました。 

 今日いただいた御意見につきましては、事務局の方で反映させていただきまして、座長

に確認いただきまして、最終的なとりまとめをしたいと思います。 

 また、そのとりまとめの内容につきましては、座長に御一任いただければと思います。 

 また、最終版をとりまとめましたら、各委員に送付させていただきたいと思います。 

 今日、議論いただきまして、少し修正が入りまして、ではいつ発表されるのですかとい

う話があるかと思いますけれども、これにつきましては、今、国交省内でも、この航空行

政に関連する成長戦略というものについて別の場で議論されておりまして、こちらとも関

連してくる可能性も一部にはございますので、こちらの議論の動向を見守りつつ、できる

だけ早い時期に対外的に公表できるようにしたいと思います。 

 座長にはこれまで７回にわたりまして研究会における議事進行をいただきましてありが

とうございました。 

 各委員の皆様も活発な御意見をありがとうございました。 

 最後に、航空局の管制保安部長の方から一言ごあいさつをさせていただきたいと思いま

す。 

○管制保安部長 

本日もとりまとめということでありましたが、今後のこの長期ビジョンを進めていくに

あたって、極めて重要な、また、根本的な御指摘をいただいたと思っております。そのこ

とについては、先ほど座長からもコメントをいただきましたので、我々は心して進めてい

きたいと思っております。 

 本日は第７回目、しかもこの研究会としてはとりまとめの会ということでありますので、

一言お礼の意味も込めてごあいさつをさせていただきたいと思います。 

 座長には、この研究会のとりまとめをいただきましてまことにありがとうございました。 

 また、この研究会の各委員の先生方にも、大変お忙しい中、ほぼ１年になります。都合

７回にわたって熱心な御討議、御意見を賜りましてまことにありがとうございました。 

 また、本日は報告書ということでおとりまとめをいただきました。心から感謝を申し上

げたいと思います。 

 沿革のところ、過去の経緯のところでも少し触れておりますけれども、これまで航空保
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安施設の整備というふうな観点では、いろんな答申もいただき、また、考え方についても

御提案をいただいたことがこれまであったわけでありますけれども、今回のように ATM

の運用をどうするのか、あるいはそれを実現していくために CNS のあり方をどうすべき

かといったようなことについて、両者を関連づけて一体としてこれほどまでのビジョンを

いただいたというのは恐らく初めてではないだろうかなと思います。その意味でも心から

感謝を申し上げたいと思います。 

 この新しい航空交通システムの目指すところでありますけれども、一言で言うと、今、

盛んに成長戦略というふうなことが言われておりますけれども、その中で航空というのは

大きな位置づけを占めているわけでありまして、それを実現していくために我々としての

できることは何なのか、やらなければいけないことは何なのかということだろうと思いま

す。 

 先ほど協調と競争ということもいただきましたが、当然進めていくにあたっては、協調

ということを念頭に置いて、皆さんの力を借りながらやっていかなければいけないと思っ

ておりますが、目指すところは競争ということも十分視野に入れて考えていかなければい

けない。まさにそれが成長戦略という中で位置づけるということの意味だろうと思ってお

ります。 

 具体的には安全性の向上であるとか、効率性の向上であるとか、あるいは能力アップと

いったことも目標としていただいたわけでありますが、今回はさらにそれを数値的な目標

として御提案もいただきました。どれ１つとっても決して簡単ではない極めてチャレンジ

ングな目標設定をいただいたと思っております。 

 我々は皆さんと協力をしながら、その具体的な目標について実現に向けて取り組んでい

きたいなと思っております。 

 だからこそこのビジョンというのは CARATS というコラボレーティブ・アクションと

いうことで名前をいただいたのだろうと思います。もちろんその中で我々行政の占める役

割というのも書いていただいておりますが、極めて大きなものがあるということで、もち

ろんこの管制保安部だけでこのビジョンをとりまとめた、あるいは進めていこうなんてい

うつもりはさらさらなくて、我々というのは航空局であり、あるいは国土交通省であり、

あるいはさらにもっと広い観点ということでありますけれども、みんなで取り組んでいか

なければいけないビジョンだと思っております。 

 ○○委員からも御指摘いただきましたが、本日、とりまとめをいただいたわけでありま
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すが、これで終わったなんていうつもりも全くなくて、これからまさに進めていかなけれ

ばいけない。ようやくスタート地点に立てる理論的なビジョンをとりまとめていただいた

のかなということだろうと思います。 

 今後、これをどう進めていくか、その過程においてどう対外的にも含めて PR をしてい

くかということについては、皆様方の引き続きの御協力をいただきながら、次年度以降の

作業を着実に進めていきたいと思っております。 

 今回は大変ありがとうございました。また、引き続き御支援、御協力を心からお願いを

して、簡単ではありますけれども、お礼のあいさつにさせていただきたいと思います。 

 本当にありがとうございました。 

○事務局 

これをもちまして本研究会の最後の会議を閉会とさせていただきます。 

 本日は御多用中のところ、ありがとうございました。 

 

閉    会 


